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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第６期

第２四半期連結
累計期間

第６期
第２四半期連結
会計期間

第５期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 389,477 130,692 810,250

経常利益（△経常損失）（千円） △118,438 △151,082 106,724

四半期（当期）純利益

（△四半期純損失）（千円）
△71,066 △90,351 62,631

純資産額（千円） － 732,052 786,607

総資産額（千円） － 1,180,261 1,024,103

１株当たり純資産額（円） － 1,286.56 1,425.01

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（△１株当たり四半期

純損失）（円）

△126.06 △158.79 117.80

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益金額（円）
－ － 108.02

自己資本比率（％） － 62.0 76.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△88,897 － △29,040

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△97,620 － △265,715

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
268,196 － 409,088

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 375,456 297,828

従業員数（人） － 49 32

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第６期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従　業　員　数（人） 49（2）　

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

　　　　２．従業員数が当第２四半期連結会計期間において10名増加しましたのは、業務の拡大によるものであります。

(２）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従　業　員　数（人） 41（2）　

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

　　　　２．従業員数が当第２四半期会計期間において７名増加しましたのは、業務の拡大によるものであります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１) 生産実績

　当社グループの事業内容は、主にコンピュータフォレンジックサービスの提供であり、生産実績については、該当

はありません。

(２) 受注状況

　当社グループは、受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

(３) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

品目別

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円）

コンピュータフォレン

ジックサービス

ディスカバリ（証拠開示）

支援サービス
103,475

コンピュータフォレンジッ

ク調査サービス
21,933

フォレンジックツール販売 3,314

フォレンジックトレーニング 896

その他 1,074

合計 130,692

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第２四半期連結会計期間における主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円）
総販売実績に対する割合

（％）

Toshiba　America 30,307 23.2

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

 4/25



２【経営上の重要な契約等】

    当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来続く原油、原材料価格の高騰による企業収益の悪化や

サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機と米国経済の減速などにより、景気の減速感が強まる状

況で推移いたしました。

　このような経済環境の中、当社グループは、グローバル企業のさまざまなリスクマネジメントに貢献するため、

主に米国に進出している大手日本企業へのディスカバリ（証拠開示）支援サービスに注力してまいりました。そ

のため米国子会社を設立し（０７年１２月）日本企業のサポートに努めてまいりました。

　しかしながら、米国でのディスカバリ（証拠開示）支援サービスは７月から９月には弁護士及び裁判関係者が

夏期休暇を取る時期となり、訴訟の進行が遅くなる傾向があるといわれております。そのため予定しておりまし

た売上が第３四半期連結会計期間以降にずれ込むものもあり当初予算を達成することができませんでした。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は130百万円、営業損失は145百万円、経常損失は151百万円、四

半期純損失は90百万円となりました。

　　（２）財政状態の分析

　　　（資産）

　　　　　総資産は、前連結会計年度末と比べて156百万円増加し、1,180百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度と比

べて48百万円減少し、625百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加77百万円、繰延税金資産の増加47

百万円と売掛金の減少197百万円によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末と比べて204百万円増加

し、555百万円となりました。これは主に設備投資による有形固定資産の増加56百万円、ソフトウェア取得による

無形固定資産の増加108百万円によるものであります。

　　　（負債）

　　　　　負債合計は、前連結会計年度末と比べて210百万円増加し、448百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に

比べて１百万円増加し、211百万円となりました。これは主に、１年内返済長期借入金の増加58百万円、未払金の増

加29百万円、買掛金の減少39百万円と法人税の支払による未払法人税等の減少53百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末と比べて208百万円増加し、236百万円となりました。これは主に長期借入金の増加

207百万円によるものであります。

　　　（純資産）

　　　　　純資産合計は、前連結会計年度末と比べて54百万円減少し、732百万円となりました。

　　　　　これは主に、利益剰余金の減少77百万円によるものであります。

（３）キャッシュ・フローの状況

　　　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、375百万円となりまし

た。

　　　当第２四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と、その主な要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　営業活動により使用した資金は179百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失151百万円、売上

債権の減少44百万円、未払金の減少83百万円によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　投資活動により使用した資金は57百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13百万円、無

形固定資産の取得による支出27百万円、投資有価証券の取得による支出16百万円によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　財務活動により使用した資金は21百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出21百万円による

ものであります。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）研究開発活動

　　　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、本社及びラボ設備の拡充を行っております。その設備の状況は、次のとおりで

あります。

　提出会社

事業所名
(所在地) 設備の内容

帳簿価額
従業員数

(人)建物
（千円）

工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円）

合計
（千円）

本社

(東京都港区)

フォレンジックラボ、

情報関連機器等
11,676 1,485 25,234 38,396 －

(２）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除

却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,800,000

計 1,800,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 569,000 569,000
東京証券取引所

（マザーズ）
－

計 569,000 569,000 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第１回新株予約権（平成17年１月12日臨時株主総会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 10,000（注）1.2.

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000（注）1.2.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月10日

至　平成22年２月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）４．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．権利を失効した者の新株予約権の数を減じております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式

により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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②旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第２回新株予約権（平成17年12月20日臨時株主総会決議、平成18年１月10日取締役会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 26,000（注）１．

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 26,000（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）２．

新株予約権の行使期間
自　平成20年１月27日

至　平成23年１月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）３．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的た

る株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式

により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４. 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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③旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第３回新株予約権（平成17年12月20日臨時株主総会決議、平成18年２月14日取締役会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 3,600（注）1.2.

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,600（注）1.2.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月16日

至　平成23年３月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）４．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．退職等の理由により権利を失効した者の新株予約権の数を減じております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれ効力発生の時をもって、次の算式に

より払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものと

する。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月１日～

　

 平成20年９月30日　

　

－ 569,000 － 449,443 － 251,193

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

守本　正宏 東京都港区　 166,000 29.17

株式会社フォーカスシステムズ　 東京都品川区東五反田２－７－８　 63,000 11.07

戸越　一成 神奈川県横浜市栄区　 50,000 8.78

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）　
東京都港区浜松町２－１１－３　 45,510 7.99

池上　成朝　 千葉県成田市　 34,000 5.97

バンクオブニューヨーク

ジーシーエムクライアント

アカウントジェイピーアール

ディアイエスジーエフイーエイシー

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）　

東京都千代田区丸の内２－７－１ 15,020 2.63

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）　
東京都中央区晴海１－８－１１ 9,240 1.62

MUFGベンチャーキャピタル１号

投資事業有限責任組合　
東京都中央区京橋２－１４－１ 5,000 0.87

有限会社チック・リライアンス 横浜市港南区笹下２－１－１　 4,100 0.72

新倉　茂男 神奈川県茅ヶ崎市　 4,000 0.70

計 － 395,870 69.57

　　　（注）上記、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式45,510株及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社の所有株式9,240株は信託業務に係るものであります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）   普通株式　568,920 56,892 －

単元未満株式   普通株式　　　80  － －

発行済株式総数 569,000 － －

総株主の議決権 － 56,892 －

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 6,000 7,000 9,200 8,050 6,200 4,370

最低（円） 4,070 4,700 6,110 5,250 3,710 3,500

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりです。

（1）退任役員

役名 氏名 退任年月日

監査役（常勤） 黒川　美恵 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 375,456 297,828

受取手形及び売掛金 133,556 330,887

商品 2,649 7,851

その他 113,498 37,398

流動資産合計 625,160 673,966

固定資産

有形固定資産 ＊
 117,369

＊
 61,294

無形固定資産

ソフトウエア 152,318 44,255

無形固定資産合計 152,318 44,255

投資その他の資産

投資有価証券 220,750 184,500

その他 64,661 60,085

投資その他の資産合計 285,411 244,586

固定資産合計 555,100 350,136

資産合計 1,180,261 1,024,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,246 43,423

1年内返済予定の長期借入金 85,860 27,360

未払法人税等 636 54,115

賞与引当金 12,492 8,971

未払金 85,383 55,911

その他 23,103 20,117

流動負債合計 211,722 209,898

固定負債

長期借入金 232,740 24,920

退職給付引当金 3,155 2,129

その他 590 548

固定負債合計 236,486 27,597

負債合計 448,208 237,495

純資産の部

株主資本

資本金 449,443 445,193

資本剰余金 251,193 246,943

利益剰余金 42,249 119,939

株主資本合計 742,886 812,077

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,725 △18,735

為替換算調整勘定 △4,108 △6,733

評価・換算差額等合計 △10,833 △25,469

純資産合計 732,052 786,607

負債純資産合計 1,180,261 1,024,103
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※1
 389,477

売上原価 213,288

売上総利益 176,188

販売費及び一般管理費 ※2
 305,070

営業損失（△） △128,881

営業外収益

受取利息 882

受取配当金 4,500

為替差益 7,578

その他 922

営業外収益合計 13,884

営業外費用

支払利息 3,224

その他 217

営業外費用合計 3,441

経常損失（△） △118,438

税金等調整前四半期純損失（△） △118,438

法人税、住民税及び事業税 240

法人税等調整額 △47,612

法人税等合計 △47,372

四半期純損失（△） △71,066
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※1
 130,692

売上原価 113,746

売上総利益 16,945

販売費及び一般管理費 ※2
 162,160

営業損失（△） △145,214

営業外収益

受取利息 522

その他 180

営業外収益合計 702

営業外費用

支払利息 2,170

為替差損 4,223

その他 176

営業外費用合計 6,569

経常損失（△） △151,082

税金等調整前四半期純損失（△） △151,082

法人税、住民税及び事業税 △7,150

法人税等調整額 △53,580

法人税等合計 △60,731

四半期純損失（△） △90,351

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

16/25



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △118,438

減価償却費 29,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,026

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,521

受取利息及び受取配当金 △5,382

支払利息 3,224

為替差損益（△は益） 2,691

売上債権の増減額（△は増加） 202,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,202

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,072

仕入債務の増減額（△は減少） △39,111

未払消費税等の増減額（△は減少） △669

未払金の増減額（△は減少） △96,484

その他 2,837

小計 △33,512

利息及び配当金の受取額 882

利息の支払額 △3,224

法人税等の支払額 △53,042

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △32,080

無形固定資産の取得による支出 △36,250

差入保証金の差入による支出 △13,288

投資有価証券の取得による支出 △16,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △97,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △33,680

株式の発行による収入 8,500

配当金の支払額 △6,624

財務活動によるキャッシュ・フロー 268,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,627

現金及び現金同等物の期首残高 297,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 ＊
 375,456
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

　（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　　たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、個別法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号　平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、個別法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法）により算定しておりま

す。

　なお、これによる損益へ与える影響はありま

せん。

　（2）「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平

成18年５月17日）を適用しております。

　　なお、これによる損益へ与える影響はありま

せん。

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算

出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方

法により算出しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法に

よっております。

２．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している固定資産については、

連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分

して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　※　有形固定資産の減価償却累計額は、49,085千円

であります。

　

　※　有形固定資産の減価償却累計額は、32,570千円

であります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　※１　　当社グループのディスカバリ支援サービスは、季節

的変動があるため、第２四半期連結累計期間の売

上高は低くなっております。

　※２　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当　       79,201千円

賞与引当金繰入額 6,521千円

支払手数料 65,242千円

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　※１　　当社グループのディスカバリ支援サービスは、季節

的変動があるため、第２四半期連結会計期間の売

上高は他の四半期連結会計期間の売上高と比べ低

くなっております。

　※２　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給与手当　 47,476千円

賞与引当金繰入額 5,132千円

支払手数料 28,135千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定  375,456千円

現金及び現金同等物  375,456千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　569,000株

２．自己株式の種類及び株式数

　該当事項はありません。

３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年６月25日
定時株主総会

普通株式 6,624 12  平成20年３月31日  平成20年６月26日
利益剰余

金

 　（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　      　当社グループは、同一セグメントに属するコンピュータフォレンジック関連事業を行っており、当該事業以外に

事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　        当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　
日本
（千円）

米国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 67,536 63,155 130,692 － 130,692

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
25,810 1,231 27,042 △27,042 －

計 93,347 64,387 157,734 △27,042 130,692

営業利益又は損失（△） △127,943 △17,271 △145,214 － △145,214

　        当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　
日本
（千円）

米国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 275,503 113,973 389,477 － 389,477

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
46,958 1,231 48,190 △48,190 －

計 322,462 115,204 437,667 △48,190 389,477

営業利益又は損失（△） △109,981 △18,900 △128,881 － △128,881

　（注）　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　 米国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 66,146 66,146

Ⅱ　連結売上高（千円）  130,692

Ⅲ　連結売上高に占める海外

　　売上高の割合（％）
50.6 50.6

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　 米国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 91,277 91,277

Ⅱ　連結売上高（千円）  389,477

Ⅲ　連結売上高に占める海外

　　売上高の割合（％）
23.4 23.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 　     1,286円56銭 １株当たり純資産額 　1,425円01銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 　  △126円06銭 １株当たり四半期純損失金額 　  △158円79銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純損失（千円） △71,066 △90,351

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △71,066 △90,351

期中平均株式数（株） 563,754 569,000

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月13日

株式会社ＵＢＩＣ

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 潮来　克士　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅岡　伸生　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＵＢＩＣの

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＵＢＩＣ及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１.　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２.　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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